
２０２４年１０月７日 

   阪神高速道路株式会社 

 

 定期受付のお知らせ 

 

 

202５・202６年度（令和７・８年度）（建設工事、経常建設共同企業体）及び 202５～2028 年度（令

和７～10 年度）（測量・建設コンサルタント等）競争参加資格申請の定期受付について 

 

弊社では、競争参加資格申請の定期受付を下記のとおり実施することとなりましたので、お知らせ

いたします。 

 

記 

●受付方法及び受付期間 

 １．建設工事及び測量・建設コンサルタント等 

  ①インターネット方式 

・パスワード申込受付期間  ２０２４年１１月  １日（金）から 

                  ２０２４年１２月２７日（金）まで  

   ・申請用データ受付期間   ２０２４年１２月  ２日（月）から 

                  ２０２５年 １月１５日（水）まで 

※パスワードを取得しなければ、申請用データの送信を行うことができません。 

必ずパスワードの申込みを受付期間内に行ってください。 

 

 ②文書郵送方式又は電子メール方式（インターネット方式による申請が困難な場合のみ） 

        ２０２４年１２月  ２日（月）から 

                  ２０２５年 １月 ３１日（金）まで 

【※文書郵送方式の場合、１月 31 日必着、 

電子メール方式の場合、最終日の 16 時受信分まで有効】 

      

 

  ２．経常建設共同企業体 

   〇文書郵送方式又は電子メール方式のみ  ２０２５年 ４月 １日（火）以降 随時 

    ※構成員単独で競争参加資格認定を受けている必要があります。 



●受付方法等の掲示 

 ・阪神高速道路（株）ホームページ 競争参加資格関係ＵＲＬ 

   https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/compe/index.html 

 ・国土交通省ホームページＵＲＬ  

   https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html 

    

 

●問い合わせ先 

 阪神高速道路株式会社 経理部 契約課 

  電話番号 ０６－６２０３－８８８８（代） 

受 付 日  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く毎日 

受付時間 1０：00～1２：00 、13：00～16：00 

 

 ※インターネット方式については、ヘルプデスクにお問い合わせください。 

 インターネット方式にかかるヘルプデスク 

開設期間 ２０２４年１１月１日（金）～２０２5 年１月１5 日（水）9：00～17：00 

     ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は 

除きます。 

   ・建設工事            電話番号 06-6733-6857 

  ・測量・建設コンサルタント等   電話番号 03-5542-0355 



   （ご注意）建設工事のインターネット申請に必要な経営事項審査の条件について 

 

定期受付の申請書類の提出期間の終了日の１年７か月前までの間の決算日を

審査基準日とするものであって、かつ、申請をする日の直前に受けたもの（具体

的には、令和５年６月 16 日以降を審査基準日とするもので、かつ、令和５年６

月 16 日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書でなければなりませ

ん。（複数ある場合は、そのうち最新のもの） 

ただし、令和６年能登半島地震に係る申請の特例として、令和７・８年度定期

競争参加資格申請においては、能登半島地震の影響を受けた建設業者（令和６年

能登半島地震に際し災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された同法第

２条第１項に規定する災害発生市町村の区域（石川県の区域に限る。）内に主た

る営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和５年 10月 29日から令和６年

８月 30日までの間に終了するもの）については、令和４年 10月 29日以降の日

を審査基準日とするもの（令和４年 10月 29日以降の日を審査基準日とする経営

事項審査の結果通知書（総合評定値通知書）が複数ある場合は、そのうち最新の

もの）であれば申請が可能です。 

さらに、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況

がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。ただ

し、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未

加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となっ

たものは、それぞれ該当事実を証明する書類（保険料の領収書等）の提出が必要

となります。 

 


